
農業委員会だより

農
地
の
賃
借
や
売
買
の
権
利
移
動
は
、

農
業
委
員
会
に
届
け
出
て

許
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
！

● 

届
出
が
必
要
な
要
件
は
、

　

 

農
地
法
第
18
条
６
項
（
賃
借
権
等
の
解
除
の
届
出
）

　

農
地
法
第
３
条
（
農
地
と
し
て
の
賃
貸
借
や
売
買
）

　

農
地
法
第
４
条
（
自
己
所
有
農
地
を
転
用
す
る
場
合
）

　

農
地
法
第
５
条
（
売
買
や
賃
借
で
転
用
を
行
う
場
合
）

　

利
用
権
設
定
（
農
地
の
賃
貸
借
、
売
買
）
な
ど
で
す
。

㊟ 

農
業
委
員
会
は
、
毎

月
25
日
（
土
日
祝
日

に
か
か
る
場
合
は
前

後
し
ま
す
。
）
に
開

催
さ
れ
、
申
請
の
締

め
切
り
は
、
毎
月
18

日
（
土
日
祝
日
に
か

か
る
場
合
は
前
後
し

ま
す
。
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。

農
地
の
贈
与
、
相
続
は
法
律
に
基
づ
き

適
切
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
！

　

農
地
を
家
族
に
贈
与
す
る
場
合
、
２
つ
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

【
一
括
贈
与
】

　

農
地
の
み
を
耕
作
目
的
で
一
括
に
贈
与
す
る
こ
と

に
よ
り
、
贈
与
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で

す
。

　

た
だ
し
、
３
年
毎
に
贈
与
税
・
不
動
産
取
得
税
の

猶
予
の
届
出
を
税
務
署
及
び
県
振
興
局
に
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
贈
与
し
た
農
地
を
売
買

や
賃
貸
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
部
分
・
全
部

の
贈
与
税
が
確
定
し
ま
す
。
）

【
相
続
時
精
算
方
式
】

　

農
地
を
含
む
資
産
を
贈
与
す
る
場
合
（
宅
地
・
家

屋
等
を
含
む
）
、
２
，
５
０
０
万
円
内
で
あ
れ
ば
、

相
続
時
に
そ
の
贈
与
税
（
こ
の
場
合
は
相
続
税
と
し

て
）
を
精
算
す
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
前
年
に
税
務
署
へ
の
届
出
が
必
要
で
す

の
で
、
資
産
証
明
書
を
取
ら
れ
、
一
度
税
務
署
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◎ 

法
改
正
に
よ
り
相
続
の
場
合
も
農
業
委
員
会
へ
の

届
出
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

 

農
業
委
員
会
事
務
局
☎
２
２
‐
３
２
５
４
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
の
ご
案
内

●
農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入
で
き
ま
す

　

 

国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
で
、
年
間
60
日
以
上
農
業

に
従
事
す
る
60
歳
未
満
の
方
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加
入
で

き
ま
す
。
農
地
を
持
っ
て
い
な
い
農
業
者
の
方
や
、
配

偶
者
や
家
族
従
事
者
も
加
入
で
き
ま
す
。

●
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金
で
す

　

 

自
ら
が
納
め
た
保
険
料
と
そ
の
運
用
収
入
を
将
来
受
給

す
る
年
金
の
原
資
と
し
て
積
み
立
て
る
、
積
み
立
て
方

式
の
年
金
で
す
。

●
保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す

　

 

自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に
向
け
て
、
自
分

で
保
険
料
を
決
め
ら
れ
ま
す
。
（
月
額
２
万
円
か
ら

６
万
７
千
円
ま
で
。
）

●
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
障
付
き
で
す

　

 

年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
仮
に
加
入
者
・
受
給
者

が
80
歳
前
に
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌
日

か
ら
80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
、
農
業

者
老
齢
年
金
が
死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

●
手
厚
い
政
策
支
援
が
あ
り
ま
す

　

 

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て
い
る
な
ど
、
農
業
の

担
い
手
と
な
る
方
に
は
、
国
か
ら
月
額
最
高
１
万
円
の

保
険
料
補
助
が
あ
り
ま
す
。
国
庫
補
助
額
も
自
分
の
年

金
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

※ 

農
業
者
年
金
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員

会
、
Ｊ
Ａ
各
支
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

「
現
況
届
」
を
６
月
30
日
（
木
）
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
６
月
に
現

況
届
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
５
月
末
に
農
業
年
金
基
金
か

ら
現
況
届
の
通
知
が
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
署
名
の

上
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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